
小栗内外大神宮太
だいだい
々神

か ぐ ら
楽　春例祭、秋例祭

で奉奏される行事で、寛延４年（1751 年）
から続くといわれています。

筑西市の文化財
未来へつなぐ

内
外
大
神
宮

神
明
造
の
両
本
殿
が
並
び
立
つ

国
内
唯
一
の
神
社

内
外
大
神
宮
は
、
内
宮
と
外
宮
の
本

殿
２
棟
を
東
西
に
並
び
立
た
せ

る
国
内
唯
一
の
社
殿
形
式
で
、
歴
史
的
価

値
が
高
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
平
成
21

年
に
国
指
定
重
要
文
化
財
と
な
り
ま
し

た
。
創
建
時
期
は
、
社
伝
で
は
大
同
元

年
（
８
０
６
年
）
の
頃
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
殿
建
物
は
、
記
録
に
よ
れ
ば
応
永
年

間
（
１
３
９
４
年
〜
１
４
２
７
年
）
に

兵
火
に
よ
り
焼
け
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

江
戸
時
代
の
延
宝
７
年
（
１
６
７
９
年
）

に
再
建
さ
れ
、
現
在
ま
で
風
雪
に
耐
え
、

領
内
を
見
守
り
な
が
ら
今
年
３
３
９
年

目
を
迎
え
ま
す
。

　

本
殿
建
物
の
特
徴
は
、
三
間
社
神
明

造
の
建
物
で
地
面
か
ら
屋
根
の
棟む

な

木ぎ

を

支
え
る
棟む

な

持も
ち

柱ば
し
らが
建
物
の
外
に
立
て
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
屋
根
の
上
の
千ち

ぎ木

と
勝か

つ

男お

木ぎ

（
鰹
木
）
が
内
宮
に
は
内
削

ぎ
で
10
本
、
外
宮
に
は
外
削
ぎ
で
９
本

あ
り
、
伊
勢
神
宮
の
内
宮
と
外
宮
と
同

常
陸
国
唯
一
の
伊
勢
神
宮
領
地

な
い
げ

じ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

御ご

遷せ
ん

殿で
ん

は
、
一
間
社
流
造
の
建
物
で
遷う

つ

し
の
宮
と
も
呼
ば
れ
、
本
殿
の
建
替
え
や

祭
礼
な
ど
で
御
祭
神
を
一
時
御お

遷う
つ

し
す

る
た
め
に
使
わ
れ
る
仮
宮
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
室
町
時
代
末
期
の
古
い
工
法
を

残
し
、
ま
た
、
元
亀
５
年
（
天
正
２
年
：

１
５
７
４
年
）
と
い
う
建
築
年
代
の
わ
か

る
貴
重
な
建
物
は
、
今
年
４
４
４
年
目
を

迎
え
ま
す
。

　

伊
勢
神
宮
の
記
録
で
は
、
平
安
時
代
後

期
に
は
神
宮
の
領
地
（
保
、
御
厨
）
と
見

る
こ
と
が
で
き
、
絹
を
伊
勢
神
宮
内
宮
に

貢
納
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

こ
の
地
を
代
々
支
配
し
た
小
栗
氏
は
、

桓
武
天
皇
、
常
陸
平
氏
の
流
れ
を
く
む
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
11
世
紀
の
終
わ
り
の
頃

か
ら
こ
の
地
を
伊
勢
神
宮
の
領
地
と
し

て
治
め
た
と
さ
れ
、
地
名
を
苗
字
と
し
て

名
乗
り
、
の
ち
に
小
栗
判
官
伝
説
と
し
て

浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
の
モ
デ
ル
に
も
な
り

ま
し
た
。

今
月
は
、
１
２
０
０

年
以
上
の
歴
史
を

持
つ
、
小
栗
地
内
の

国
指
定
重
要
文
化
財

「
内な
い

外げ

大だ
い

神じ
ん

宮ぐ
う

」
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

新治郡衙跡

新治廃寺跡

協和幼稚園

小栗小学校

内外大神宮
ゴルフ場

門井交差点

協和の杜体育館

桜川市

新治小学校

ちくせい観光大使

御遷殿　室町時代末期に建てられたもので、
扉金具に「元亀５年（天正２年：1574 年）
甲戌２月吉日」の銘が刻まれています。

飯塚まゆさん　柳田憲枝さん
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